
官報にミス、大問題です。

チェックで安心を。

１. 文字のみの公告【行公告】は、原則「本紙」に掲載されます。

（例外は、解散公告など）

掲載希望日の5営業日前の15 時まで（約1週間前）に、印刷局のゲラ（掲載する実物原稿）に了承（OK）をいただく必要がございます。

そのため、遅くとも掲載希望日の7 営業日前までにお申し込みください。

２. 決算公告、決算公告を併記する公告（貸借対照表の要旨）

【枠公告】は「号外」に掲載されます。

掲載希望日の10営業日前の15時まで（約2週間前）に、印刷局のゲラ（掲載する実物原稿）に了承（OK）をいただく必要がございます。

そのため、遅くとも掲載希望日の12営業日前までにお申し込みください。

 官報セット同時割引

電子公告調査と官報を同時申し込みすると、

電子公告調査料金を

1件につき 3,000円（税抜本体価格）を

割り引きます。（債権者異議申述公告に限ります。）

当社は、独立行政法人国立印刷局選定の官報公告取次店です。

電子公告と官報の同時申し込みで

安心を提供します。

決算公告は、

貸借対照表（BS）と損益計算書（PL）の

データをお送りいただくと、

原稿を作成いたします。
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